別記様式第72号
番　　　　　号
年　　月　　日
権利義務承継認可申請書
長崎県知事　　　　　　　　　様
権利義務を承継する農業協同組合
所　在　地
名　　　称
代表者の職
及び氏名
被承継農業協同組合連合会
所　在　地
名　　　称
代表者の職
及び氏名
（担当課：　　　　　　職員名：　　　　　　）
　　　　　　農業協同組合は、　　　　　　農業協同組合連合会の権利義務を承継したいので、農業協同組合法第70条第２項において準用する同法第65条第２項の規定により、別紙関係書類を添えて認可を申請します。
添付書類

１　理由書
２　権利義務の承継までの経過を記載した書類
３　被承継連合会において、農業協同組合法第12条第２項第１号の規定による会員が１人となった年月日及び会員が１人となったことを証する書類並びに当該日現在の会員名簿
４　権利義務を承継する農業協同組合及び被承継連合会において権利義務の承継を議決した総会（総代会）の議事録の謄本
５　権利義務承継契約書の写し

６　法第70条第２項において準用する法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）

７　法第70条第２項において準用する法第65条第４項において準用する法第49条第２項の規定による公告及び催告（合併を行う組合が公告を官報のほか公告する方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載していた場合における当該組合にあっては、これらの公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託をしたこと又は合併してもその者を害するおそれがないことを証する書類

８　権利義務を承継する農業協同組合の定款、信用事業規程

９　権利義務を承継する農業協同組合の事業計画書（権利義務の承継後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年後以後３事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。）、組合員数、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置並びに権利義務の承継後における単体自己資本比率の見込みを記載した書類
10　権利義務を承継する農業協同組合が当該権利義務の承継により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社等に関する次の書類も添付すること。

（１）名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
（２）業務の内容を記載した書類
（３）最終の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
（４）役員の役職名及び氏名を記載した書類

11　権利義務を承継する農業協同組合が、子会社等を有する場合は、当該農業協同組合及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類　　　　

12　権利義務を承継する農業協同組合又はその子会社が、当該権利義務の承継により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
13　その他参考となるべき事項を記載した書類
注１　総代会において権利義務の承継の議決をし、法第70条第２項において準用する法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集がなされなかった組合においては、上記１から13までに併せて、次の書類も添付すること。
（１）法第70条第２項において準用する法第48条の２第１項の規定による権利義務の承継議決の内容の通知日及び同通知の写し
（２）総会の招集の請求がないことを証する書類
注２　総代会において合併の議決をし、法第70条第２項において準用する法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集がなされた組合においては、上記１から13までに併せて、次の書類も添付すること。
（１）法第70条第２項において準用する法第48条の２第１項の規定による権利義務の承継議決の内容の通知日及び同通知の写し
（２）法第70条第２項において準用する法第48条の２第２項の規定による総会招集請求書の写し
（３）招集請求により開催された総会の開催日
（４）招集請求により開催された総会の議事録の謄本
注3　　申請の真正性確保のため、担当課及び担当職員名を明記し、登録済みの　　　　eメールアドレスより申請を行うこと。
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